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令和４年度国民健康保険事業特別会計予算概要 

 

予算編成方針 

持続可能な医療保険制度を構築するため国民健康保険法等の改正により、平

成３０年度から都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担い、財政運

営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業運営において中心的な

役割を果たし、国民健康保険制度の安定化を図ることとされたところである。 

長崎県は、長崎県国民健康保険運営方針の中で『標準的な保険料（税）の算

定方式は３方式（所得割・均等割・平等割）とし保険料（税）の統一を目指す』

としている。 

令和４年度も保険料の統一は、様々な課題解決が必要であることから、それ

ぞれの市町の医療費水準、所得水準をもとに納付金を算出し、統一保険料とは

なっていない。医療費水準が高い本町にとっては、負担が大きくなっている。 

また、令和元年度より本町は、国民健康保険税の算定方式を４方式（所得割・

資産割・均等割・平等割）から３方式（所得割・均等割・平等割）へと変更し

た。さらに算定方式の変更により被保険者の急激な負担増とならないよう令和

元年度から令和３年度までを移行期間とし、長崎県が示す標準保険料（税）率

へ段階的に税率を引き上げる予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影

響により被保険者の収入が減少する状況にあるため、令和４年度の保険税率は、

引き続き令和３年度の保険税率を据置し、保険税が不足する部分は、国民健康

保険財政調整基金を活用し運営を図るものとしている。 

このような状況下、今後も新型コロナウイルス感染症の影響、後期高齢者移

行増加による被保険者の減少など、保険税の確保が厳しい中で、高度化する医

療費の増加等により、極めて厳しい財政運営である。 

国民健康保険事業特別会計では、長崎県及び県内市町との連携を図りながら

医療費適正化対策・国保税収納率向上対策の強化、特定健康診査・特定保健指

導の強化など、保険者努力指標に積極的に取り組み、健全運営に努める必要が

ある。 

 令和４年度国民健康保険事業特別会計予算総額は、対前年度比 3.86％（47,000

千円）減の 1,171,000 千円を計上した。被保険者の減、及び保険税率据置きに

よる保険税収入の減により、昨年度に引き続き国民健康保険財政調整基金繰入

金を 15,000千円計上し、被保険者の負担を軽減する予算編成を行った。 
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歳 入 

１．国民健康保険税 

保険税については、県が示す標準保険料（税）を参考に設定することになっ

ているが、令和３年度保険税率で必要額を算出し予算計上した。 

保険税の予算総額は、対前年度比 4.12％（7,838千円）減の 182,440千円を

計上。うち医療給付費分 130,641千円、後期高齢者支援金分 38,833千円、介

護納付金分 12,966千円をそれぞれ計上した。 

医療給付費にかかる保険税は一人当たり年額 63,740円、後期高齢者支援金

にかかる保険税は一人当たり年額 19,370円、介護納付金にかかる保険税は一

人当たり年額 20,600円となっている。 

国民健康保険税予算額                         （単位：千円） 

目 節 4年度予算額 3年度予算額 比較（4-3） 

1 一般被保

険者保険税 

1 医療給付費 126,141 131,128 △4,987 

2 後期高齢支援金分 38,333 39,840 △1,507 

3 介護納付金分 12,566 13,907 △1,341 

4 医療給付費滞納繰越分 4,500 4,500 0 

5 後期高齢支援金滞納繰越分 500 500 0 

6 介護納付金滞納繰越分 400 400 0 

2 退職被保

険者等保険税 

1 医療給付費滞納繰越分 0 1 △1 

2 後期高齢支援金滞納繰越分 0 1 △1 

3 介護納付金滞納繰越分 0 1 △1 

合    計 182,440 190,278 △7,838 

 

２．県支出金 

  県支出金総額は、883,259千円を計上し、内訳は、普通交付金として保険給

付費に要する額 866,183千円を計上した。特別交付金は、保険者努力支援制

度交付金 4,091千円、特別調整交付金（市町村分）9,043千円、特定健康診査

等負担金 3,942千円を計上した。 

県支出金予算額                            （単位：千円） 

目 節 4年度予算額 3年度予算額 比較（4-3） 

1 保険給付

費等交付金 

1 普通交付金 866,183 898,983 △32,800 

2 特別交付金 17,076 24,528 △7,452 

合    計 883,259 923,511 △40,252 

 

３．財産収入 

財産運用収入は、基金額に対する現行利率で算出した利子額 34千円を計上

した。 
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４．繰 入 金 

一般会計からの繰入として、保険基盤安定負担金の保険料軽減分 40,092

千円、保険者支援分 20,791千円、財政安定化支援分 15,996千円、その他

繰入金に出産育児一時金分、事務費分合計 6,411千円を計上した。また財

政調整基金繰入金として対前年度より 1,000千円減の 15,000千円を計上し

た。 

財政安定化支援事業、出産育児一時金に対しては、地方交付税が措置さ

れ、保険基盤安定化負担金には、保険者支援分として国 1/2、県 1/4負担分、

保険税軽減分として県 3/4の負担分が交付されるものである。 

繰入金予算額                         （単位：千円） 

目 節 4年度予算額 3年度予算額 比較（4-3） 

1 一般会計 

繰入金 

1 保険基盤繰入金

（保険料軽減分） 
40,092 40,469 △377 

2 保険基盤繰入金

（保険者支援分） 
20,791 21,833 △1,042 

3 財政安定化支援

事業繰入金 
15,996 15,013 983 

4 その他一般会計

繰入金 
6,411 6,454 △43 

1 基金繰入金 
1 国民健康保険財

政調整基金繰入金 
15,000 16,000 △1,000 

合    計 98,290 99,769 △1,479 

 

５．繰 越 金 

   前年度収支見込み残 6,700千円を計上した。 

 

６．諸 収 入 

雑入については、第三者納付金、返納金等の見込み額を計上した。 
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歳 出 

１．総 務 費 

総務費総額は、対前年度比 7.34％（614千円）増の 8,975千円を計上し

た。 

総務費の主なものは、電算処理システム運用手数料 720千円、国保情報

集約システム手数料 388千円、国保ネットワークシステム保守業務委託料

275千円、国民健康保険税等システム改修業務委託料 1,782千円、そのほか

医療費適正化特別対策事業 1,129千円等前年度に引き続き計上した。 

 

２．保険給付費 

（1）医療給付費及び療養費 

医療費の算出（推計）にあっては、令和３年度の一般被保険者等の実績

によってその推移を見込み、総額で対前年度比 0.66％（4,937千円）減の

744,544千円を計上した。 

このうち、審査支払手数料については、実績見込みに基づき 2,258千円

を計上した。 

（2）高額療養費 

高額療養費については、令和３年度の一般被保険者等の実績によってそ

の推移により算出し、対前年度比 18.64％（27,863千円）減の 121,628千

円を計上した。 

（3）その他の保険給付費 

出産育児一時金は、１件当り 420千円で 4,200千円を計上、葬祭費は１

件当たり 20千円で 600千円を計上した。 

保険給付費予算額                            （単位：千円） 

項 目 4年度予算額 3年度予算額 比較（4-3） 

1 療養諸費 

1 一般被保険者療養給付費 735,359 740,992 △5,633 

2 退職被保険者等療養給付費 10 100 △90 

3 一般被保険者療養費 6,907 6,349 558 

4 退職被保険者等療養費 10 10 0 

5 審査支払手数料 2,258 2,030 228 

2 高額療養費 

1 一般被保険者高額療養費 121,408 149,371 △27,963 

2 退職被保険者等高額療養費 10 10 0 

3 一般被保険者高額介護合算

療養費 
200 100 100 

4 退職被保険者等高額介護合

算療養費 
10 10 0 

3 移送費 
1 一般被保険者移送費 10 10 0 

2 退職被保険者等移送費 1 1 0 
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項 目 4年度予算額 3年度予算額 比較（4-3） 

4 出産育児諸費 1 出産育児一時金 4,203 4,203 0 

5 葬祭諸費 1 葬祭費 600 600 0 

6 傷病手当諸費 1 傷病手当金 184 173 11 

合    計 871,170 903,959 △32,789 

 

３. 国民健康保険事業費納付金 

  県に納める事業費納付金で、県より示された金額を計上した。納付金総額

は、264,497千円で、一般被保険者分 264,497円を計上した。 

国民健康保険事業費納付金予算額                     （単位：千円） 

項 目 4年度予算額 3年度予算額 比較（4-3） 

1 医療費給付分 

1 一般被保険者医療費給付 

分 
195,771 205,885 △10,114 

2 退職被保険者医療給付費

分 
0 5 △5 

2 後期高齢者支

援金等分 

1 一般被保険者後期高齢者

支援金等分 
52,239 53,581 △1,342 

2 退職被保険者後期高齢者

支援金等分 
0 1 △1 

3 介護納付金分 1 介護納付金分 16,487 16,840 △353 

合    計 264,497 276,312 △11,815 

 

４．保健事業費 

(1)保健衛生普及費 

5年以上無診療の家庭（ただし、保険税完納世帯）を対象に表彰する記念

品代として 63千円計上した。その他、保健事業支援システム負担金 154千

円、国保データベース（KDB）システム負担金 73千円を計上した。 

(2)疾病予防費 

被保険者の疾病予防を目的とした総合健診（人間ドック）補助金として

3,971千円（費用額の 60％）、40歳を対象とした人間ドック補助金 512千円

（費用額の 100％）を計上した。 

総合健診（人間ドック）の補助額及び医療機関ごとの受診見込みは、次

の表のとおりである。 
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総合健診（人間ドック）見込                  （単位：円） 

※令和 4年度 40歳到達の特定健診新規対象者に対して、健診の重要性を認識し

てもらうため人間ドック受診勧奨の助成額を計上した。 

（3）特定健康診査等事業費 

医療制度改革により 40歳から 74歳までの被保険者に対して糖尿病等の

生活習慣病に着目した特定健診、特定保健指導が義務付けられた事業費に

ついては、対前年度比 5.40％（1,038 千円）減の 18,170 千円を計上した。 

平成 30年度より保険者努力支援制度が創設され保険者の機能を強化する

ため、保険者として予防・健康づくりや医療費の適正化等の努力を行う保

険者に対して交付金が交付される。 

   

５．基金積立金 

財政調整基金より生じる利子 34千円の積立金を計上した。 

 

６. 公 債 費 

医療費の増加に伴い資金不足が生じることも予想されるので、その資金

を一時借り入れることとして利子 166千円を計上した。 

 

７.諸支出金 

保険税還付については、過年度過誤納還付金等として 603千円を計上し

た。 

 

８.予 備 費 

2,036千円を計上した。

医療機関名 健診種別 
人

数 
健診単価 費用額 

補助額

（60％） 

日赤長崎原爆諫早病院 
基本健診 45 34,100 1,534,500 920,700 

基本＋婦人がん 25 43,380 1,084,500 650,700 

長崎川棚医療センター 

基本健診 30 42,360 1,270,800 762,480 

特定健診項

目+MRI 

25 40,270 1,006,750 604,050 

市立大村市民病院 
基本健診 20 44,000  880,000 528,000 

基本＋婦人がん 15 56,100  841,500 504,900 

計  160  6,618,050 3,970,830 

医療機関名 健診種別 
人

数 
健診単価 費用額 

補助額

（100％） 

日赤長崎原爆諫早病院 基本健診 15 34,100 511,500 511,500 
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